
 
パートナーシップ宣誓制度に関する転入・転出時の手続を簡略化 

横浜市と都市間連携に関する協定を締結しました！ 
                  

 
 相模原市と横浜市のいずれかでパートナーシップ宣誓制度を利用している当事者が、両市の間で

転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、同制度に係る都市間連携に関する協定を締結

したことをお知らせします。 

 本市は、これからも、性的マイノリティの方の自分らしい生き方を後押しするとともに、性の多様

性に関する社会的な理解の促進を図っていきます。 

 
１ 協定名 

  パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定 

２ 協定の締結日 

  令和５年２月２０日（月） 

３ 内容 

（１）協定による連携事項 

  ・転出元への受領証等の返還手続が不要になります。 

  ・転入先自治体への提出書類が一部省略できます。 

（２）連携スキーム（横浜市から相模原市に転入する場合）  
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STEP① 転出元で宣誓した旨の申告手続(転入時) 

● パートナーシップ宣誓申告書 
※転出元発行の受領証及び受領証カードを添付 

● 確認書 

● 住民票の写し等 

● 本人確認書類 

 独身であることを確認する書類（戸籍抄本等） 

は不要 

  STEP② 受領証等の交付 
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STEP③ 受領証等の交付の事実を通知 

 
   両市の宣誓要件に違いがあることから、横浜市から相模原市に転入する場合は、相模原市の

宣誓要件を満たす方のみ都市間連携の対象となります。 

 

４ 都市間連携の開始日 

令和５年３月１日（水） 

※ 開始日以降に、相模原市または横浜市に転入した場合に適用を受けることができます。 

５ 本市と都市間連携を実施している都市 

川崎市（令和２年１２月１日～） 
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